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十和田湖の水質については､ 昭和46年に湖沼で最も厳しい環境基準類型 ｢ＡＡ｣ に指

定し､ 常時監視を実施してきました｡ しかし､ その水質は､ 昭和61年度以降環境基準を

達成できない状態にあり､ 透明度も10ｍを下回る状態が続いています｡ 平成16年度には

ＣＯＤが1.9mg／�､ 透明度が7.5ｍ (いずれも ｢中央｣) と悪化しましたが､ その後は

回復し､ 平成21年度にはＣＯＤが1.3mg／�､ 透明度が9.9ｍと､ 近年は横ばい傾向にあ

ります (図２－１－７)｡ また､ ヒメマス漁獲量は昭和60年代に急激に落ち込み､ その

後一時的に回復した年もありましたが､ 平成４年度から平成８年度及び平成12年度から

平成14年度にかけ再び落ち込むなど不安定な状態が続いています｡

このため､ 県では､ 平成７年度から平成９年度にかけて環境庁 (当時) と共同で水質

の汚濁原因解明調査を実施し､ さらには､ 平成10年度及び平成11年度に環境庁 (当時)､

水産庁及び秋田県と共同で水質改善及びヒメマス資源回復を目的とした調査を実施しま

した｡

これらの調査結果により､ ワカサギとヒメマスが､ 餌である大型動物プランクトンを

めぐって強い競争関係を引き起こし､ 湖内の生態系が変化したことが水質の汚濁及びヒ

メマス不漁の要因の一つであることが分かってきました｡

また､ 平成13年８月には､ 秋田県と共同で､ 行政､ 関係機関､ 事業者及び住民が実践

すべき取組について ｢十和田湖水質・生態系改善行動指針｣ としてとりまとめており､

秋田県及び関係機関等と連携して､ 本指針に掲げる水質・生態系改善のための各種取組

をより一層推進し､ 水質の改善に努めていくこととしています｡

さらに､ 県では､ 十和田湖の水質及びその周辺地域における環境を適正に保全するこ

とを目的として､ 青森・秋田両県の事業者及び住民等が参加する ｢十和田湖環境保全会

議｣ を開催 (平成21年度は平成21年12月に開催) し､ 環境保全に係る意識啓発に努めて

います｡

このほか､ 下水道未接続による一部の生活排水､ 河川を介した汚濁物質の流入なども

水質汚濁の要因の一つと考えられていることから､ 平成17年度に秋田県と連携して十和

田湖に流入する河川等の水質調査を実施し､ その結果を基に､ 平成18年度から平成20年

度にかけて比較的負荷の高い河川について継続して現地踏査を実施しました｡ また､ 平

成19年度から平成21年度にかけて､ (独) 国立環境研究所等と難分解性溶存有機物につ

いて共同研究を進めてきました｡
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十和田湖・奥入瀬川の水は､ 昭和12年に策定された ｢奥入瀬川河水統制計画｣ に基づ

き､ かんがい・発電のために利用されており､ 地域の発展に大きな役割を果たしてきま

した｡

しかし､ 十和田湖の水をかんがい・発電に利用するために､ 奥入瀬渓流への放流は春

から秋までの期間に限定され､ 観光客の動態に対応したものとなっていないことや冬期

間に放流されないことが､ 冬季観光の振興を図る上で支障となっており､ 地元からは奥

入瀬渓流への放流の見直しについて強い要望がありました｡ また､ 奥入瀬渓流の下流で

は､ 発電のための取水により10㎞以上の区間で水が流れていない状態となっており､ 河

川が本来持っている豊かな自然環境が失われています｡

県では､ このような状況を改善するために､ ｢十和田湖・奥入瀬川流水管理システム

策定事業｣ により新たな水利用方法を策定することとして､ 平成17年度に水利用方法の

素案作成､ 平成18年度に学識経験者や地域住民などから構成される検討委員会を開催し､

十和田湖・奥入瀬川の新しい水利用の基本的事項 (奥入瀬渓流への放流の見直し､ 減水

区間への放流､ 十和田湖の利用水深の変更) が決まりました｡ 平成19年度からは ｢十和

田湖・奥入瀬川水利用検証事業｣ により現地試験放流量決定のための現場検証を行いま

した｡ 平成20年８月からは試験放流を開始し､ 同時に現況河川環境調査等を実施して､

観光面での効果及び環境への影響を検証しています｡
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大池系発電所の水利用は､ 発電用の流水を赤石川 (鰺ケ沢町)､ 追良瀬川､ 笹内川､

小峰沢川 (深浦町) の各河川から取水し発電を行い､ その流水は各河川に戻ることなく

直接日本海へ放流されています｡ このため､ 県では前回 (平成13年度) の水利権更新の

際に､ 学識経験者や地元住民などから構成される検討協議会を開催し､ 許可期間を10年

間とすることや６月から９月までの４ヶ月間は各取水口からの放流量を約３倍に増量す

ることなどを決め､ 現在これに基づいて運用されています｡

平成21年度からは､ 次回の水利権更新が平成24年度であるため､ 関係する４河川の増

放流による河川や生態系への影響など自然環境の調査等を行うこととしています｡
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陸奥湾はすべての環境基準点で環境基準を達成しており､ 比較的清澄な状態にありま

すが､ 閉鎖性の強い水域であるため､ いったん汚濁が顕在化するとその回復に多大な経

費､ 時間を要し､ また､ 完全な回復も難しくなります (図２－１－８)｡

このため､ 県では､ 陸奥湾の良好な水質環境を将来にわたって維持していくために､

平成８年度から ｢むつ湾アクアフレッシュ事業｣ を実施し､ 平成９年５月には､ 総合的

かつ長期的な展望に立った陸奥湾の環境保全の基本指針となる ｢むつ湾アクアフレッシュ

計画｣ を策定しました｡ また､ ｢むつ湾アクアフレッシュ協議会｣ (県､ 関係市町村及び

関係団体等で構成) を設立し､ 生活排水対策として下水道､ 農業集落排水施設､ 合併処

理浄化槽の設置の推進､ 海岸防災林の造成､ 漁民の森づくり活動推進事業及びエコ・クッ

キング発表会等の水質保全活動を実施してきました｡

なお､ 同計画は平成17年度で終了し､ 陸奥湾の水質保全施策については､ 平成18年度

から生活創造プランにおける ｢美しいふるさとの水循環推進プロジェクト｣ により推進

し､ 各種施策を実施しました｡
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県では､ 青森県八戸工業用水道 (八戸市) を昭和41年６月から､ 青森県六ケ所工業用

水道 (六ケ所村) を平成14年４月から運営をしています｡

青森県八戸工業用水道で供給している水は､ じん芥､ 土砂を除去した原水であり､ 水

質については各事業所で使用目的に応じ浄化処理を行い使用しています｡

除去した土砂は､ 土砂処理池で天日乾燥の上､ 土砂分析 (有害物質含有量試験及び溶

出試験) を行い､ 安全性を確認の上､ 再利用に努めています｡

青森県六ケ所工業用水道で供給している水は地下水であり､ 事業所で浄化処理を行い

使用しています｡

なお､ 県営工業用水道給水状況は､ 表２－１－２のとおりです｡
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(平成22年３月31日現在)
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名称 給水地域 給水能力
(�／日)

給水事業者数 21年度給水実績
(�／日)

青 森 県 八 戸
工 業 用 水 道

八 戸 臨 海
工 業 地 帯 350,000 10 333,080

青 森 県 六 ケ 所
工 業 用 水 道

弥栄平中央地区
工 業 団 地 2,500 2 2,230
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農村地域は､ 都市地域に比較して汚水処理などの生活環境施設の整備が遅れており､

農業集落からの生活雑排水の増加等が農業生産のみならず生活環境にも悪影響を及ぼし

ています｡

このため､ 農村集落の生活環境を改善し､ 水質保全を図ることを目的として､ 農業集

落排水事業などを積極的に推進しているところです｡
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本県の日本海・津軽海峡・太平洋ではイカ釣り､ 定置網などの漁業が､ 陸奥湾ではホ

タテガイ養殖業が営まれており､ 海面漁業・養殖業の生産量は全国第４位､ 小川原湖､

十三湖等ではシジミ､ ワカサギ､ シラウオ等を対象とした漁業が営まれており､ 内水面

漁業・養殖業の生産量は全国第５位となっています (農林水産省 ｢平成21年漁業・養殖

業生産統計｣)｡ このように全国有数の水産物主要産地である本県の海面・内水面漁場の

環境保全を図るため､ 県では昭和48年から ｢漁業公害調査指導事業｣ を実施しており､

漁業公害調査指導員の配置による漁場環境監視体制を強化するとともに､ 各漁業協同組

合の協力を得ながら漁場被害発生時における緊急処置体制を整備しています｡

また､ ｢漁場環境美化活動推進事業｣ では､ 沿岸市町村による環境美化のための漁場

清掃を実施するとともに､ ｢漁場環境監視調査事業｣ ではホタテガイ養殖漁場としての

陸奥湾の持続的な環境保全のための調査を行いました｡
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本県では､ 県､ 青森市､ 八戸市､ 国土交通省が､ 主要公共用水域において水質汚濁の

状況を継続的に監視しています｡

平成21年度の水質調査の結果は､ 総合的に見て概ね良好な状況にあり､ 近年ほぼ横ば

いで推移しています｡ その要因は主に､ 工場・事業場排水の規制及び処理施設の整備､

下水道の普及等によるものですが､ 一部の中小都市河川や湖沼及び閉鎖性海域では水質

の改善の停滞が見られます｡ これは､ 生活排水が未処理のまま公共用水域に放流される

ことなどが主な原因と考えられます｡

水質汚濁防止法では､ 特に対策が必要な水域については､ 生活排水対策重点地域に指

定して計画的な対策の推進を図ることとされていることから､ 県では平成５年12月に新

井田川河口水域に係る地域 (八戸市) を､ 平成９年１月には古間木川流域 (三沢市) を

生活排水対策重点地域に指定しました｡

また､ 平成10年３月には､ 三沢市が策定した ｢古間木川流域生活排水対策推進計画｣

を進めるための目標値とするため､ 古間木川について環境基本法に基づく環境基準の類

型指定を行うとともに､ 青森市の人口密集地を流下する沖館川についても類型指定を行

いました｡ なお､ 古間木川は平成21年度において､ 沖館川は平成15年度から継続して環

境基準を達成しています｡

排水基準が適用される工場・事業場の排水については､ 排水規制の強化及び立入検査

による指導等により水質が改善されてきています｡
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生活排水対策としては､ 下水道の整備を更に促進するほか､ 農業集落排水処理施設､

浄化槽の設置等の各種生活排水処理施設の整備を進めることとしていますが､ 下水道の

整備には長い年月と莫大な費用を要するため､ 住民の水質保全意識の一層の高揚を図る

ことを目的として､ 家庭でできる生活排水対策に関する講習会の開催等､ 各種普及啓発

事業を実施しています｡ 今後とも､ 行政と住民が一体となって取り組むことが必要です｡

なお､ 地下水は身近にある貴重な水資源として広く利用されていますが､ 有機塩素化

合物や硝酸性窒素による汚染が全国的に問題となっており､ 県でもその状況の把握に努

めています｡
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１� 環境基準の達成状況等

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は､ 人の健康を保護するとともに､ 生

活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められており､ 水質保

全対策を推進する上での目標となっています｡

｢人の健康の保護に関する環境基準 (健康項目)｣ では､ カドミウム､ 全シアン等

有害物質について環境基準が定められており､ 平成５年３月の改正でトリクロロエチ

レン等15物質が追加されたほか､ 鉛､ 砒素の基準値強化及び有機燐の項目削除がなさ

れ､ また､ 平成11年２月の改正では､ ふっ素､ ほう素､ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

の３項目､ 平成21年11月の改正では､ 1.4-ジオキサンが追加され､ 現在27物質につい

て基準値が定められています｡

更に､ 人の健康の保護に関連する物質ではあるものの､ 公共用水域等における検出

状況等から見て､ 現時点では直ちに健康項目とはせず､ 引き続き知見の集積に努める

べきものとしてクロロホルム等26項目を ｢要監視項目｣ とし､ うち24項目に指針値が

定められています｡

また､ ｢生活環境の保全に関する環境基準 (生活環境項目)｣ は､ 河川､ 湖沼､ 海域

ごとにその利用目的に応じて水域類型が定められることとなっており､ 県では､ ｐＨ､

ＤＯ､ ＢＯＤ (ＣＯＤ) 等に関しては42河川 (56水域)､ ３湖沼 (３水域)､ ８海域

(28水域) について､ 全窒素及び全燐に関しては１海域 (１水域) について類型指定

を行い､ 環境基準の維持・達成に努めています (資料編表10及び表11)｡

このほか､ 水道水源水域の水質保全を図るため､ 平成６年５月10日に施行された

｢特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法｣

の中で､ 特定項目として位置付けられているトリハロメタン生成能を測定しています｡

以上のことを踏まえて､ 県､ 青森市､ 八戸市､ 国土交通省では､ 公共用水域の水質

について環境基準の達成状況を継続して調査しており､ 平成21年度は岩木川､ 新井田

川､ 十和田湖､ 陸奥湾等63河川､ ７湖沼､ ８海域の総計195地点について監視を行い

ました｡

調査河川等数及び測定項目数は資料編表15のとおりです｡

① 健康項目

カドミウム､ 全シアン等､ 人の健康の保護に関する環境基準 (健康項目) につい

て､ 46河川､ ５湖沼､ ３海域において延べ2,223項目の調査を実施しました｡
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その結果､ 正津川において砒素が環境基準未達成でした｡ その原因は､ 砒素を含

む温泉のゆう出に由来する自然要因によるものであると考えられます｡ 各項目にお

ける測定地点数は資料編表16のとおりです｡

② 生活環境項目

ｐＨ､ ＤＯ､ ＢＯＤ (ＣＯＤ) 等､ 生活環境の保全に関する環境基準 (生活環境

項目) について､ 63河川､ ７湖沼､ ８海域において延べ8,009項目の調査を実施し

ました｡

その結果､ 有機性汚濁の代表的指標であるＢＯＤ (又はＣＯＤ) で見ると､ 環境

基準の水域類型指定が行われている87水域のうち82水域で環境基準を達成しており､

達成率は94％ (河川96％､ 湖沼33％､ 海域96％) で､ 近年は図２－１－９で示した

とおり､ ほぼ横ばいで推移しています｡
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ア 河 川

県内の63河川において､ ｐＨ､ ＤＯ､ ＢＯＤ､ ＳＳ､ 大腸菌群数等の項目につ

いて延べ4,315項目の調査を実施しました｡

ＢＯＤの環境基準達成状況は表２－１－３のとおりであり､ 類型指定水域56水

域のうち54水域で環境基準を達成し､ 達成率は96％と昨年度同様でした｡
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類 型
河 川

21 年度達成率
(Ｂ／Ａ)(％)

20 年度達成率
(％)類型指定水域数

(Ａ)
達 成 水 域 数

(Ｂ)

ＡＡ 3 3 100 100
Ａ 39 37 95 97
Ｂ 13 13 100 92
Ｃ 1 1 100 100

合計/平均 56 54 96 96



イ 湖 沼

十和田湖､ 小川原湖及び浅瀬石川ダム貯水池等において､ ｐＨ､ ＤＯ､ ＣＯＤ､

ＳＳ､ 大腸菌群数等の項目について延べ2,048項目の調査を実施しました｡

ＣＯＤの環境基準達成状況は表２－１－４のとおりであり､ 浅瀬石川ダム貯水

池 (Ａ類型) では環境基準を達成したものの､ 小川原湖 (Ａ類型) 及び十和田湖

(ＡＡ類型) では環境基準未達成でした｡
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ウ 海 域

陸奥湾など８海域において､ ｐＨ､ ＤＯ､ ＣＯＤ､ ｎ-ヘキサン抽出物質､ 大

腸菌群数等の項目について延べ1,646項目の調査を実施しました｡

ＣＯＤの環境基準の達成状況は表２－１－５のとおりであり､ 類型指定水域28

水域のうち27水域で環境基準を達成し､ 達成率は96％でした｡

また､ 陸奥湾については､ 全窒素及び全燐についての環境基準の水域類型指定

がなされており､ 延べ180項目の調査をした結果､ 環境基準を達成しました｡
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③ 特殊項目

特殊項目については､ 銅､ 亜鉛､ クロム等６項目について延べ691項目の調査を

実施しました｡ 測定結果は表２－１－６のとおりです｡

なお､ フェノール類及びクロムは検出されませんでした｡

����

類 型
湖 沼

21 年度達成率
(Ｂ／Ａ)(％)

20 年度達成率
(％)類型指定水域数

(Ａ)
達 成 水 域 数

(Ｂ)

ＡＡ 1 0 0 0
Ａ 2 1 50 50

合計/平均 3 1 33 33

類 型
海 域

21 年度達成率
(Ｂ／Ａ)(％)

20 年度達成率
(％)類型指定水域数

(Ａ)
達 成 水 域 数

(Ｂ)

Ａ 9 8 89 78
Ｂ 11 11 100 91
Ｃ 8 8 100 100

合計/平均 28 27 96 89
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(単位：mg／�)

④ 要監視項目

要監視項目については､ ジクロルボス､ フェノブカルブ及びＥＰＮについて延べ

43項目の調査を実施した結果､ 検出されませんでした｡ 測定結果は表２－１－７の

とおりです｡
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(単位：mg／�)

⑤ その他の項目

生活排水による都市河川の汚濁と関わりが深い塩化物イオン､ 硫酸イオン､ アン

モニア性窒素､ 藻類増殖の指標であるクロロフィル－ａ等について延べ1,349項目

の調査を実施しました｡ 測定結果は表２－１－８のとおりです｡
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⑥ 特定項目 (トリハロメタン生成能)

特定項目については､ 県内８水域10地点において､ トリハロメタン生成能につい

て延べ40項目の調査を実施しました｡

その結果､ 特に問題となるようなトリハロメタン生成能の値は検出されませんで

した｡ 測定結果 (地点ごとの年間平均値) は表２－１－９のとおりです｡

��� ����	
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項目
区分

フェノール類 銅 亜鉛 溶解性鉄 溶 解 性
マンガン クロム

河 川 ＜0.02 ＜0.005～0.014
(＜0.02) ＜0.001～0.19 ＜0.03～0.9 ＜0.01～0.21 ＜0.02

湖 沼 ＜0.02 ＜0.005
(＜0.02) ＜0.001～0.022 ＜0.03～0.13 ＜0.01～0.20 ＜0.02

海 域 ＜0.02 ＜0.005 ＜0.001～0.014 ＜0.1 ＜0.02 ＜0.02

( ) 内は最大定量下限値

項目
区分

ジクロルボス フェノブカルブ ＥＰＮ

河 川 ＜0.0005
(＜0.0008)

＜0.0001
(＜0.003) ＜0.0006

湖 沼 － － －

海 域 － － －

( ) 内は最大定量下限値

項目
区分

塩化物イオン
(mg／�)

硫酸イオン
(mg／�)

アンモニア性窒素
(mg／�)

リン酸性リン
(mg／�)

メチレンブルー活性
物質 (mg／�)

クロロフィル－ａ
(μg／�)

河 川 7～8,700 9～33 ＜0.02～0.56 - 0.016～0.083 0.4～60

湖 沼 12～21,000 - ＜0.02～2.9 ＜0.003～0.003 0.032～0.043 0.8～150

海 域 300～19,000 - - - - ＜0.2～75
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２� 水域別水質汚濁の現況

① 河 川

ア 日本海岸水域河川

笹内川､ 赤石川等６河川の６地点において調査を実施しました｡

ＢＯＤの経年変化は表２－１－10のとおりであり､ 当該水域には大きな汚濁発

生源も存在しないことから､ 全般的に水質は良好で､ 類型指定されている５水域

すべてで環境基準を達成しました｡

������� ��� !"#$%&'()*+�,-./�01�23

(単位：mg／�)

(注) ○印：環境基準点

イ 岩木川水域河川

岩木川､ 平川､ 浅瀬石川等15河川37地点において調査を実施しました｡

主要地点のＢＯＤ経年変化の状況は表２－１－11のとおりです｡

類型指定されている10水域のうち８水域で環境基準を達成しました｡

岩木川の乾橋及び山田川の車力橋では､ 環境基準未達成でした｡

����

水 域 名 測 定 地 点 名 トリハロメタン生成能平均値 (mg／�)

津 刈 川 鍋 倉 0.071

山 田 川 新 小 戸 六 ダ ム 0.075

堤 川 下 湯 ダ ム 下 0.014

横 内 川 水道取水口上流 0.025

奥 入 瀬 川 幸 運 橋 0.041

馬 淵 川
梅 泉 橋 0.039

名 久 井 橋 0.041

岩 木 川
上 岩 木 橋 0.038

乾 橋 0.049

浅 瀬 石 川
ダム貯水池 ダ ム サ イ ト 0.086

水 域 名 測定地点名 環境基
準類型

年 度

17 18 19 20 21

笹 内 川 ○笹 内 橋 Ａ ＜0.5 0.7 0.7 ＜0.5 0.6

吾 妻 川 ○板 前 橋 Ａ ＜0.5 1.1 0.6 0.7 0.7

追 良 瀬 川 ○追 良 瀬 橋 Ａ ＜0.5 0.7 0.7 0.5 0.8

赤 石 川 ○基 橋 Ａ ＜0.5 1.0 0.9 0.6 0.8

中 村 川 ○中 村 橋 Ａ ＜0.5 1.1 0.6 0.7 0.5

鳴 沢 川 鳴 沢 橋 - 0.6 1.7 1.6 1.1 1.2
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(単位：mg／�)
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河川名 測定地点名
環境
基準
類型

年 度

17 18 19 20 21

岩 木 川

砂 子 瀬 橋 Ａ 1.0 0.7 1.2 0.8 0.7
○鷹 ノ 巣 橋 Ａ 0.9 0.8 1.2 0.9 0.6
上 岩 木 橋 Ａ 0.8 0.5 0.7 1.1 0.8
安 東 橋 Ａ 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
○幡 竜 橋 Ａ 1.3 0.9 1.2 1.4 1.4
鶴 寿 橋 Ａ 1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
○乾 橋 Ａ 1.6 1.4 1.6 1.7 2.1
三 好 橋 Ａ 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7
神 田 橋 Ａ 1.3 1.1 1.4 1.7 1.5
○津 軽 大 橋 Ｂ 1.4 1.1 1.3 1.9 1.6
岩 木 川 河 口 Ｂ 1.3 1.0 2.1 1.6 1.3
十 三 湖１中央 Ｂ 1.5 0.8 2.0 2.4 3.1
十三湖２山田川河口 Ｂ 1.5 2.0 3.0 3.0 2.8
十三湖３鳥谷川河口 Ｂ 2.1 1.1 2.1 2.8 2.3

湯 ノ 沢 川 湯 ノ 沢 橋 － 0.7 0.6 0.7 ＜0.5 0.5
大 秋 川 ○国 吉 橋 Ａ 0.7 ＜0.5 1.0 0.7 0.6

平 川
○板 沢 橋 Ａ 0.5 1.1 0.9 0.7 0.7
豊 平 橋 Ａ 1.1 0.6 0.9 0.9 0.8
○平 川 橋 Ａ 1.1 0.8 1.0 1.0 1.0

津 刈 川
鍋 倉 － 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7
二 の 渡 橋 － 0.5 0.8 0.9 0.7 0.7

大 落 前 川 ○延 命 橋 Ａ 0.6 1.0 0.9 0.6 ＜0.5

虹 貝 川
新 早 瀬 野 橋 Ａ 0.7 0.6 ＜0.5 0.5 0.8
○第 二 清 川 橋 Ａ ＜0.5 0.9 0.5 0.8 0.7

土 淵 川 西 田 橋 － 2.1 2.4 2.0 1.2 1.5

浅 瀬 石 川

○四 十 巻 橋 ＡＡ ＜0.5 0.5 0.8 0.8 ＜0.5
○中 島 橋 Ａ 0.6 0.9 1.2 1.5 0.7
○千 年 橋 Ａ 0.7 1.1 1.4 1.5 0.8
○朝 日 橋 Ａ 1.1 0.6 1.0 0.9 1.0

温 川 沢 温 川 橋 － ＜0.5 0.5 0.7 ＜0.5 ＜0.5
新 十 川 湊 橋 － 2.3 1.9 2.7 2.0 2.0
旧 十 川 鳴 戸 橋 － 2.5 3.1 3.9 2.6 2.2
飯 詰 川 ○飯 詰 ダ ム Ａ 0.8 1.0 0.8 0.8 1.1
金 木 川 蒔 田 橋 － 1.2 1.0 1.7 0.7 1.3

山 田 川
○新小戸六ダム Ａ 1.1 2.6 1.6 1.0 1.8
田 光 沼 中 央 Ａ 2.4 3.9 4.1 5.9 3.6
○車 力 橋 Ａ 2.6 3.1 4.5 3.7 3.6

(注) ○印：環境基準点｡ 鷹ノ巣橋の平成20年度までの名称は田ノ尻橋｡
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ウ 津軽半島北側水域河川

長川､ 今別川の２河川２地点において調査を実施しました｡

ＢＯＤの経年変化の状況は表２－１－12のとおりです｡ 類型指定されている２

水域とも環境基準を達成しました｡
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(単位：㎎／�)

(注) ○印：環境基準点

エ 陸奥湾西側水域河川

堤川､ 駒込川､ 野内川､ 蟹田川等９河川16地点において調査を実施しました｡

ＢＯＤの経年変化の状況は表２－１－13のとおりです｡

類型指定されている11水域すべてで環境基準を達成しました｡

������$ %&'(������������������ !"#

(単位：㎎／�)

(注) ○印：環境基準点

オ 陸奥湾東側水域河川

野辺地川､ 田名部川､ 川内川等11河川17地点において調査を実施しました｡

ＢＯＤの経年変化の状況は表２－１－14のとおりです｡

類型指定されている11水域すべてで環境基準を達成しました｡

����

水 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度

17 18 19 20 21

長 川 ○新 長 川 橋 Ａ 0.5 1.2 0.7 0.9 ＜0.5

今 別 川 ○あ す な ろ 橋 Ａ 0.7 0.9 1.0 1.0 0.6

水 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度
17 18 19 20 21

蟹 田 川 ○蟹 田 橋 Ａ 0.5 0.6 1.0 0.8 ＜0.5
高 石 川 ○高 石 股 橋 Ａ 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6

新 城 川
戸 建 沢 橋 Ｂ 1.2 1.6 1.6 1.3 1.7
○新 井 田 橋 Ｂ 1.8 2.4 2.6 2.0 2.2

沖 館 川
○沖 館 橋 Ｃ 1.9 3.2 2.6 2.1 2.5
西 滝 川滝内橋 Ｃ 3.3 3.0 2.3 1.7 2.3

堤 川
○下 湯 ダ ム 下 Ａ ＜0.5 ＜0.5 0.5 ＜0.5 0.6
○荒 川 橋 Ａ 0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5
○甲 田 橋 Ｂ 0.5 ＜0.5 0.6 ＜0.5 ＜0.5

横 内 川
○水道取水口上流 ＡＡ 0.9 0.6 ＜0.5 ＜0.5 0.5
○ねぶたの里入口 Ａ 1.1 0.6 0.8 0.7 0.8

駒 込 川
○駒込川頭首工 Ａ ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5
○八 甲 橋 Ｂ ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 0.5

野 内 川
○滝 沢 橋 Ａ ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 1.1
○野 内 橋 Ａ 0.7 0.6 0.7 0.5 1.2

浅 虫 川 鉄 橋 下 － 3.5 3.9 3.2 2.2 2.9
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(単位：㎎／�)

(注) ○印：環境基準点

カ 下北半島西側水域河川

古佐井川､ 奥戸川の２河川２地点において調査を実施しました｡

ＢＯＤの経年変化の状況は表２－１－15のとおりです｡

類型指定されている２水域とも環境基準を達成しました｡
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(単位：㎎／�)

(注) ○印：環境基準点

キ 下北半島北側水域河川

大畑川､ 正津川の２河川２地点において調査を実施しました｡

ＢＯＤの経年変化の状況は表２－１－16のとおりです｡

類型指定されている大畑川は､ 環境基準を達成しました｡
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水 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度

17 18 19 20 21
小 湊 川 ○雷 電 橋 Ａ 0.6 0.8 1.0 0.8 1.2

野 辺 地 川
○清 水 目 橋 Ａ 0.6 1.0 1.2 1.0 1.0
○野 辺 地 橋 Ｂ 1.2 1.6 2.3 1.0 1.1

田 名 部 川
○荷 橋 Ａ 0.6 0.8 1.3 1.4 1.0
赤 坂 橋 Ｂ 1.3 1.1 1.3 2.2 1.4
○下 北 橋 Ｂ 2.8 2.9 2.7 2.1 2.6

新田名部川 む つ 大 橋 － 1.1 1.9 1.4 1.8 3.0

小 荒 川
○中 荒 川 橋 Ａ ＜0.5 0.6 0.6 ＜0.5 0.5
○小 荒 川 橋 Ｂ 1.6 1.7 1.9 2.4 2.0

宇 曽 利 川 ○宇 曽 利 川 橋 Ａ 0.5 0.8 0.9 0.7 0.8
永 下 川 ○永 下 橋 Ａ 0.5 0.6 0.8 ＜0.5 0.6

川 内 川
湖 鏡 大 橋 Ａ ＜0.5 1.0 1.0 0.7 0.9
○矢 櫃 大 橋 Ａ ＜0.5 1.0 1.1 0.7 0.8
○川 内 橋 Ａ 0.5 1.0 0.8 0.7 0.6

葛 沢 川 葛 沢 橋 － 0.7 ＜0.5 0.5 0.8 0.6
小 沢 川 国 道 下 － 2.1 1.7 4.0 1.3 2.3
境 川 河 口 － 1.1 0.7 1.9 1.1 0.6

水 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度

17 18 19 20 21

古 佐 井 川 ○古 佐 井 橋 Ａ 0.7 0.9 1.2 1.0 0.6

奥 戸 川 ○奥 戸 橋 Ａ 1.1 0.9 1.5 1.1 0.7
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(単位：㎎／�)

(注) ○印：環境基準点

ク 東通り水域河川

七戸川､ 坪川等10河川15地点において調査を実施しました｡

ＢＯＤの経年変化の状況は表２－１－17のとおりであり､ 類型指定されている

５水域すべてで環境基準を達成しました｡
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(単位：㎎／�)

(注) ○印：環境基準点

ケ 新井田川河口水域河川

新井田川､ 馬淵川､ 奥入瀬川等６河川19地点において調査を実施しました｡

ＢＯＤの経年変化の状況は表２－１－18のとおりです｡

類型指定されている９水域すべてで環境基準を達成しました｡
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水 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度

17 18 19 20 21

大 畑 川 ○小 目 名 橋 Ａ 0.6 1.4 0.6 0.6 0.5

正 津 川 正 津 橋 － 4.5 2.6 1.5 1.5 1.4

水 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度

17 18 19 20 21
小 老 部 川 小 老 部 橋 － 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7

七 戸 川

大 浦 橋 Ａ 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8
○上 野 Ａ 1.1 0.6 0.6 0.8 0.6
作田川水道上流 Ａ 0.6 1.0 0.5 ＜0.5 ＜0.5
坪 川 立 石 沢 Ａ 0.5 0.5 0.5 ＜0.5 ＜0.5
〃 鉱 山 終 Ａ 0.5 0.6 0.6 ＜0.5 ＜0.5
〃 天 間ダム Ａ ＜0.5 0.8 0.5 ＜0.5 0.5
〃 榎 林 橋 Ａ 0.7 1.0 0.9 0.8 0.7
小坪川坪川流入前 Ａ 0.6 0.5 0.8 ＜0.5 ＜0.5
赤 川 赤 川 橋 Ａ 1.6 1.8 1.5 1.7 1.7

土 場 川 ○鳥 口 橋 Ａ 0.8 0.8 1.1 1.0 1.0
砂 土 路 川 ○砂 土 路 橋 Ａ 1.2 0.8 1.0 0.9 0.9
姉 沼 川 ○姉 沼 橋 Ｂ 1.2 1.6 1.3 1.0 1.1

古 間 木 川
古間木陸橋下 Ｂ 3.7 3.7 4.1 3.7 3.7
○第 二 境 橋 Ｂ 2.8 3.2 3.6 3.5 2.9
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(単位：mg／�)

(注) ○印：環境基準点

② 湖 沼

十和田湖､ 小川原湖等７湖沼21地点において調査を実施しました｡

主要地点のＣＯＤの経年変化は表２－１－19のとおりであり､ 類型指定されてい

る３湖沼のうち､ 小川原湖及び十和田湖で環境基準未達成でした｡
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(単位：mg／�)

(注) ○印：環境基準点
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水 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度

17 18 19 20 21

奥 入 瀬 川

○馬 門 橋 ＡＡ 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7
○十 和 田 橋 Ａ 0.6 ＜0.5 0.8 0.7 0.6
御 幸 橋 Ａ 0.6 0.5 0.8 1.4 0.9
○幸 運 橋 Ａ 0.9 0.9 1.3 0.7 1.1
○開 運 橋 Ｂ 1.0 0.9 1.1 1.0 1.1

五 戸 川
○戌 橋 Ａ 0.8 0.7 0.9 0.9 1.2
○尻 引 橋 Ｂ 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5

馬 淵 川

梅 泉 橋 Ａ 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3
○名 久 井 橋 Ａ 0.8 0.8 1.2 1.1 1.0
○櫛 引 橋 Ａ 1.1 1.0 0.9 1.3 1.5
○尻 内 橋 Ｂ 1.0 0.9 0.9 1.3 1.3
大 橋 Ｂ 1.0 0.8 0.8 1.2 1.4

熊 原 川 留 ケ 崎 橋 － 0.8 0.7 1.0 1.3 1.0
浅 水 川 な か の 橋 － 1.0 1.7 2.2 1.5 1.4

新 井 田 川

鷹 ノ 巣 橋 Ａ 1.5 0.9 1.2 0.8 0.9
○長 館 橋 Ａ 1.2 0.7 1.1 0.9 0.9
新 井 田 橋 Ｂ 1.0 0.8 1.1 0.8 0.9
○塩 入 橋 Ｂ 1.0 0.7 1.0 1.2 0.9
○湊 橋 Ｂ 1.1 0.8 1.3 1.2 0.9

水 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度

17 18 19 20 21
市 柳 沼 中央(St.２) － 11 12 11 11 12
田 面 木 沼 中央(St.３) － 7.8 12 12 10 8.8

小 川 原 湖

○姉沼川前面Ｃ Ａ 2.8 3.2 3.4 3.6 4.3
○中 央 Ｇ Ａ 3.0 3.4 5.1 9.1 8.5
○総 合観測所Ｈ Ａ 2.9 3.3 3.8 4.3 5.1
姉 沼 ( 中 央 ) Ａ 6.9 6.6 6.5 6.6 6.6
内 沼 ( 中 央 ) Ａ 12 9.2 9.6 7.0 8.3

十 和 田 湖
○中央(St.５) ＡＡ 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3
○子ノ口前面(St.９) ＡＡ 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2

浅瀬石川ダム貯水池 ○ダ ム サ イ ト Ａ 2.3 2.6 2.4 2.2 2.5
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③ 海 域

陸奥湾､ 八戸前面海域等８海域58地点において調査を実施しました｡

ＣＯＤの経年変化の状況は表２－１－20のとおりです｡

類型指定されている28水域のうち27水域で環境基準を達成しましたが､ 日本海岸

地先海域の十三湖１㎞沖では､ 環境基準未達成でした｡

また､ 陸奥湾については､ 全窒素及び全燐の環境基準の類型指定がなされており､

その経年変化の状況は表２－１－21のとおりであり､ 両項目とも環境基準を達成し

ました｡
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(単位：㎎／�)

(注) ○印：環境基準点

����

海 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度
17 18 19 20 21

日 本 海 岸
地 先 海 域

○深 浦 港 中 央 Ｂ 2.2 1.8 1.7 1.7 1.9

○屏 風岩１㎞沖 Ａ 1.5 1.7 1.4 1.2 1.7

○十 三湖１㎞沖 Ａ 3.3 2.0 3.7 2.4 2.3

○鯵 ケ沢１㎞沖 Ａ 1.7 1.4 1.6 1.5 1.7

○追 良瀬１㎞沖 Ａ 1.7 1.6 1.7 1.4 1.5

○岩 崎 １ ㎞ 沖 Ａ 2.2 1.8 1.6 1.7 1.9

津 軽 半 島
北 側 海 域

○袰 月 １ ㎞ 沖 Ａ 1.5 1.2 1.6 1.3 1.4

○今 別 １ ㎞ 沖 Ａ 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3

○青森港(西)(St.１) Ｃ 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9

○青森港(東)(St.２) Ｃ 2.7 1.9 2.2 1.9 2.1

○堤川１㎞沖(St.３) Ｂ 2.5 2.0 2.2 2.0 1.9

○青森湾中央(St.４) Ａ 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7

○蟹田沖(St.５) Ａ 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6

○平舘沖(St.６) Ａ 1.3 1.3 1.3 1.6 1.3

○小湊港中央(St.７) Ｂ 2.0 1.7 2.0 2.2 2.0

○野辺地港中央(St.10) Ｂ 2.0 1.6 1.6 1.6 1.8

陸 奥 湾 ○大湊港１�(St.15) Ｃ 2.0 1.9 1.7 1.8 1.8

(田名部川河口)

○大湊港２�(芦崎)(St.14) Ｂ 2.6 1.8 2.3 2.0 2.1

○川内港中央(St.９) Ｂ 2.0 2.0 1.7 1.9 1.8

○陸奥湾中央(St.８) Ａ 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5

○野辺地湾中央(St.11) Ａ 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5

○横浜沖(St.12) Ａ 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6

○大湊湾中央(St.13) Ａ 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7
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(注) ○印：環境基準点
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海 域 名 測 定 地 点 名 環境基
準類型

年 度

17 1.2 1.3 2.2 1.2

下 北 半 島
西 側 海 域

○大 間 港 中 央 Ｂ 1.4 1.5 1.1 1.3 1.7

○大 間 １ ㎞ 沖 Ａ 1.4 1.6 1.5 1.3 1.6

○福 浦 １ ㎞ 沖 Ａ 1.4 1.6 1.6 1.2 1.8

下 北 半 島
北 側 海 域

○尻屋岬港中央 Ｂ 1.4 1.6 1.2 1.1 1.5

○尻 屋 １ ㎞ 沖 Ａ 1.5 1.7 1.2 1.3 1.2

○大 畑 １ ㎞ 沖 Ａ 1.4 1.5 1.1 1.4 1.5

○易 国間１㎞沖 Ａ 1.4 1.7 1.0 1.2 1.4

東 通 り 海 域

○Ｄ － ２ Ａ 1.5 1.8 1.4 1.3 1.2

二 川 目１㎞沖 Ａ 1.7 1.5 1.6 1.5 1.9

○四 川目１㎞沖 Ａ 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5

○砂 ケ森１㎞沖 Ａ 1.5 1.3 1.7 1.5 1.2

Ｆ － １ Ａ 1.5 1.9 1.3 1.4 1.7

○白 糠 １ ㎞ 沖 Ａ 1.3 1.5 1.4 1.2 1.4

○小田野沢１㎞沖 Ａ 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5
むつ小川原港１�
(鷹架沼)(St.３) Ｃ 5.4 5.7 5.2 6.1 7.2
○むつ小川原港１�
( 新 納 屋 ) Ｃ 1.9 2.3 1.6 1.9 1.9
○むつ小川原港２�
(尾駮沼)(St.２) Ｃ 4.1 4.3 3.3 3.4 3.3
○むつ小川原港３�
( Ｃ － 1.5 ) Ｂ 1.3 1.7 1.3 1.1 1.2

( Ｄ － 0.5 ) Ｂ 1.7 1.8 1.3 1.3 1.4

八戸前面海域

○第一工業港･１(St.１) Ｃ 3.4 3.1 4.7 3.2 3.1

○第一工業港･２(St.２) Ｃ 3.5 4.0 5.0 5.9 3.2

○第二工業港･１(St.８) Ｃ 1.6 3.4 3.0 2.3 1.7

○第二工業港･２(St.７) Ｃ 2.4 2.2 4.1 2.5 1.6

○第三工業港(St.６) Ｃ 2.0 2.8 2.2 2.9 1.7

○海域(甲)・１(St.３) Ｂ 2.4 2.2 2.4 3.9 3.0

○海域(甲)・２(St.５) Ｂ 2.3 2.5 2.0 3.2 1.8

○海域(甲)・３(St.４) Ｂ 2.5 2.3 2.5 2.9 1.8

海域(甲)・４(St.15) Ｂ 2.8 2.7 2.6 2.7 3.2

○海域(乙)・１(St.13) Ｂ 1.5 1.1 1.4 3.0 2.8

○海域(乙)・２(St.９) Ｂ 1.7 2.3 6.3 2.1 1.5

○海域(乙)・３(St.10) Ｂ 1.2 1.7 2.2 1.7 1.6

○海域(丙)・１(St.12) Ａ 1.9 0.8 1.3 1.9 1.5

○海域(丙)・２(St.11) Ａ 1.8 1.2 1.2 2.2 1.8

南 浜 海 域
○小舟渡平１㎞沖 Ａ 1.5 1.5 1.2 1.7 1.2

○種 差 １ ㎞ 沖 Ａ 1.3 0.6 1.1 1.7 1.4
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(単位：㎎／�)

(注) すべての基準点の平均値により評価する｡

３� 地下水質の現況

トリクロロエチレン等の有害物質による地下水質の汚染の状況を監視するため､ 平

成元年度から測定計画を定めて水質調査を実施しています｡

平成21年度は､ 県､ 青森市､ 八戸市､ 国土交通省が､ ９市６町の23本の井戸につい

て概況調査を､ ３市１町の73本の井戸について汚染井戸周辺地区調査を､ また､ ８市

８町１村の81本の井戸について継続監視調査を実施しました (資料編表18)｡

① 概況調査

23本の井戸について調査を実施したところ､ ７本の井戸から環境基準値を超えて

有害物質が検出されました｡

ア 砒 素

むつ市田名部町地区の１本の井戸で環境基準値を超えていました｡

イ 四塩化炭素

八戸市大久保地区の１本の井戸で環境基準値を超えていました｡

ウ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

八戸市松館地区の１本､ 三沢市岡三沢地区の１本の計２本の井戸で環境基準値

を超えていました｡

エ ふ っ 素

弘前市神田地区の１本､ 五所川原市鎌谷町地区の１本の計２本の井戸で環境基

準値を超えていました｡

オ ほ う 素

五所川原市鎌谷町地区の１本の井戸で環境基準値を超えていました｡

② 汚染井戸周辺地区調査

ア 鉛

八戸市中居林､ 吹上地区の７本の井戸を調査したところ､ ２本の井戸から検出

されましたが環境基準値を下回っていました｡

イ 砒 素

青森市安方､ 横内､ 新町､ 本町地区の６本の井戸を調査したところ､ すべての

井戸から検出されましたが環境基準値を下回っていました｡

ウ 四塩化炭素

八戸市鮫町､ 大久保､ 美保野地区の10本の井戸を調査したところ､ １本の井戸

から検出され､ 環境基準値を超えていました｡

����

項 目 測 定 地 点 環境基
準類型 基準値

年 度
17 18 19 20 21

全 窒 素 湾 内
15 環 境 基 準 点 Ｉ 0.2㎎/�

以 下 0.13 0.13 0.16 0.17 0.14

全 燐 湾 内
15 環 境 基 準 点 Ｉ 0.02㎎/�

以 下 0.010 0.008 0.008 0.008 0.010
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エ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

八戸市上野､ 根城､ 沢里､ 櫛引､ 金浜地区の35本､ 五戸町中市地区の10本の計

45本の井戸を調査したところ､ 41本の井戸から検出され､ うち５本の井戸で環境

基準値を超えていました｡

オ ふ っ 素

つがる市桑野木田地区の５本の井戸を調査したところ､ すべての井戸から検出

されましたが環境基準値を下回っていました｡

③ 継続監視調査

81本の井戸について調査したところ､ 43本の井戸から環境基準値を超えて有害物

質が検出されました｡

ア 鉛

八戸市河原木地区の２本の井戸で検出されましたが､ 環境基準値を下回ってい

ました｡

イ 砒 素

青森市中央､ 堤､ 幸畑､ 横内地区の４本､ 弘前市大久保地区の１本､ 八戸市柏

崎､ 江陽､ 小中野の３本の計８本の井戸で検出され､ うち１本の井戸で環境基準

値を超えていました｡

ウ 四塩化炭素

三沢市幸町地区の１本の井戸で検出され､ 環境基準値を超えていました｡

エ 1,2-ジクロロエタン

八戸市尻内町地区の１本の井戸で検出されましたが､ 環境基準値を下回ってい

ました｡

オ 1,1-ジクロロエチレン

八戸市尻内町地区の１本の井戸で検出されましたが､ 環境基準値を下回ってい

ました｡

カ シス-1,2-ジクロロエチレン

八戸市城下､ 尻内町地区の２本の井戸で検出され､ うち１本の井戸で環境基準

値を超えていました｡

キ 1,1,1-トリクロロエタン

八戸市尻内町地区の１本の井戸で検出されましたが､ 環境基準値を下回ってい

ました｡

ク 1,1,2-トリクロロエタン

八戸市尻内町地区の１本､ 黒石市一番町地区の１本の計２本の井戸で検出され

ましたが､ 環境基準値を下回っていました｡

ケ トリクロロエチレン

八戸市城下､ 尻内町地区の２本の井戸で検出され､ うち１本の井戸で環境基準

値を超えていました｡

コ テトラクロロエチレン

弘前市土手町地区の１本､ 三沢市幸町の１本､ 八戸市内丸､ 城下､ 尻内町地区

の３本の計５本の井戸で検出され､ うち２本の井戸で環境基準値を超えていまし
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た｡

サ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

八戸市内丸､ 市川町､ 新井田､ 鮫町､ 湊町､ 糠塚､ 妙､ 八幡､ 田面木､ 是川､

豊崎､ 吹上､ 鳥谷部地区の26本､ 十和田市三本木地区の１本､ 三沢市中央町地区

の１本､ 野辺地町金沢地区の３本､ 東北町乙部地区の２本､ 三戸町川守田地区の

３本､ 五戸町鍛冶屋窪地区の３本､ 田子町田子地区の２本､ 南部町剣吉､ 平地区

の２本､ 東通村小田野沢地区の１本の計44本の井戸で検出され､ うち23本の井戸

で環境基準値を超えていました｡

シ ふ っ 素

弘前市賀田地区の１本､ 五所川原市柏原町､ 広田､ 唐笠柳､ 寺町､ 本町､ 錦町

地区の10本､ つがる市松原地区の１本､ 藤崎町藤崎地区の３本､ 大鰐町長峰地区

の１本の計16本の井戸で検出され､ うち14本の井戸で環境基準値を超えていまし

た｡

ス ほ う 素

五所川原市柏原町地区の３本､ つがる市豊川地区の２本の計５本の井戸で検出

され､ うち３本の井戸で環境基準値を超えていました｡

４� 水浴場の水質の現況

水浴場の水質保全対策の一環として､ 平成21年度は､ 年間の遊泳人口が概ね１万人

以上 (湖水浴場は概ね５千人以上) の22水浴場 (県実施18水浴場､ 青森市実施２水浴

場､ 八戸市実施２水浴場) について水質調査を実施し､ 各水浴場とも 『適』 又は 『可』

と判定されました (資料編表22及び表23)｡

また､ 当該水浴場を対象に､ 病原性大腸菌Ｏ157の調査を実施した結果､ いずれの

水浴場においても検出されませんでした｡

環境省は､ 平成９年度に水質が良好で快適な水浴場が広く普及することを目的に､

｢日本の水浴場55選｣ という顕彰制度を設け､ 全国の水浴場の中から ｢水質・自然環

境・景観｣､ ｢コミュニティ・クリーン｣､ ｢安全性｣､ ｢利便性｣ 等の基準に照らして､

特に優れた55水浴場を選定しました｡ 本県からは､ 深浦町の ｢千畳敷｣ が選定されま

した｡

同様に､ 平成13年３月には､ 平成13年選定 ｢日本の水浴場88選｣ として深浦町の

｢岡崎海岸｣ が選定されました｡

また､ 平成18年５月には､ ｢美しい｣､ ｢清らか｣､ ｢安らげる｣､ ｢優しい｣､ ｢豊か｣

という新たな評価軸に基づき､ 人々が水に直接触れることができる個性ある水辺を選

定した ｢快水浴場百選｣ に ｢八戸市白浜海水浴場｣ が選ばれました (資料編表24)｡
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１� 環境基準の水域類型指定

県内の主要公共用水域については､ 昭和46年５月に新井田川河口水域について公害

対策基本法第９条に基づく環境基準の水域類型指定をして以来､ 順次､ 類型指定を行っ

てきました｡ 現在､ 42河川､ ３湖沼､ ８海域が指定されています (資料編表11)｡
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２� 規制指導

① 上乗せ排水基準

新井田川河口水域 (新井田川､ 馬淵川､ 五戸川､ 相坂川 (奥入瀬川)､ 十和田湖､

八戸前面海域) については､ 新井田川下流部を中心に汚濁の程度が著しく､ 総理府

令で定める排水基準では水質汚濁防止上不十分と考えられるため､ 昭和48年３月に

水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく｢上乗せ条例｣を制定しました｡

また､ 昭和52年１月には､ 水産食料品製造業など汚濁寄与率の高い業種について

排水基準を改正し強化しました｡

② 排出水の監視

平成22年３月31日現在の水質汚濁防止法に基づく特定事業場は4,980事業場で､

このうち､ 排水規制の対象となる日平均排水量が50�以上及び有害物質を排出する

事業場は､ 514事業場となっています｡ また､ 青森県公害防止条例に基づく汚水関

係工場等は44事業場で､ このうち､ 排水規制の対象となる日平均排水量が50�以上

及び有害物質を排出する事業場は､ 25事業場となっています (資料編表26)｡

また､ 平成21年度における届出書の受理件数は､ 水質汚濁防止法に基づくものが

329件､ 青森県公害防止条例に基づくものが13件ありました (資料編表27)｡

規制対象事業場に対しては､ 延べ642回の立入検査を行い､ 排出水の適合状況を

監視したところ､ 19事業所が排水基準に不適合でした (資料編表28)｡

違反事業場は､ 水産食料品製造業やし尿処理施設に多く､ 違反原因は排水処理施

設の維持管理等で適正を欠いたものが大部分となっています｡

これらの違反事業場に対しては､ 違反実態に応じて文書による改善勧告等を行う

とともに､ 追跡調査を実施し､ 常時排水基準を遵守するよう改善指導を行いました｡

３� 公共用水域の水質監視

県内の公共用水域の水質汚濁の状況を把握するため､ 水質汚濁防止法第16条の規定

に基づいて､ 毎年度水質測定計画を作成し､ この計画により河川､ 湖沼､ 海域の水質

の常時監視を実施しています｡

平成21年度において､ 岩木川､ 新井田川､ 十和田湖､ 陸奥湾等の河川､ 湖沼､ 海域

の総計195地点において､ 水質､ 底質及び河川流量等の調査観測を実施しました｡

調査対象水域は､ これまでと同様､ 上水道､ かんがい､ 水産業などの利水上重要な

水域､ むつ小川原開発関連水域､ 休廃止鉱山関連水域及び都市汚濁型河川を主体に選

定し､ 監視を継続実施しました｡

４� 地下水の水質監視

地下水の水質汚濁の状況を把握するため､ ｢地下水質測定計画｣ に基づき､ 県内全

域を対象に地下水質の常時監視を実施しています｡

平成21年度においては､ 177本の井戸 (概況調査23本､ 汚染井戸周辺地区調査73本､

継続監視調査81本) について実施しており､ 地下水質のほか井戸の形態､ 使用目的､

深度等を調査しました｡

５� 生活排水対策

① 生活排水対策重点地域指定

平成５年12月15日に八戸市の新井田川河口水域を水質汚濁防止法に基づく ｢生活
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排水対策重点地域｣に指定し､ 八戸市新井田川河口水域生活排水対策推進計画の策

定に対し､ 平成６年度に国１／３､ 県１／３の補助を行いました (表２－１－22)｡

また､ 平成９年１月29日には､ 三沢市の古間木川流域についても｢生活排水対策

重点地域｣に指定し､ 平成９年度に同様の補助を行いました (表２－１－23)｡ 今後

も､ 生活排水による汚濁が著しい水域については､ 関係市町村の意向を踏まえ生活

排水対策重点地域の指定を行っていきます｡
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重 点 地 域 名 称 新井田川河口水域生活排水対策重点地域

指 定 年 月 日 平成５月12月15日

重点地域の範囲
八戸市の区域のうち次の図に表示した地域 (下水道法第２条第

８号に規定する処理区域を除く)

指 定 理 由

・河口部の海域が環境基準未達成であり､ 流入水路の汚濁が著

しい｡

・生活系排水が最大の汚濁源である｡

・当面､ 下水道の整備が見込めない区域が多い｡

・各種プロジェクト事業の推進に伴う人口増により､ 新井田川

が環境基準未達成となるおそれがある｡

・主要な観光地､ 公園等の整備が進められている｡

・鮭のふ化放流事業が最も盛んな水域である｡

重 点 地 域 図
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重 点 地 域 名 称 古間木川流域生活排水対策重点地域

指 定 年 月 日 平成９年１月29日

重点地域の範囲 三沢市の区域のうち次の図に表示した地域

指 定 理 由

・市民の親水的な空間を持つ公共用水域であり､ 極めて水質の

汚濁が著しい｡

・人口の増加が見込まれ､ 今後生活系負荷量が増加し､ さらに

水質の汚濁が進行するおそれがある｡

・極めて有機性汚濁の著しい水域である｡

・生活系負荷量が最大の汚濁源となっている｡

・当面､ 公共下水道の整備が見込まれない｡

・他の公共用水域に対し､ 影響を与えるおそれがある｡

重 点 地 域 図



② 生活排水対策県民啓発事業

生活排水対策として､ 啓発用リーフレット ｢今日からはじめよう､ 生活排水対策！

～家庭でのちょっとした心掛け～｣ を関係機関等へ配布しています｡

また､ 平成21年度は､ 県内２ヶ所 (平内町､ 七戸町) において住民等を対象に生

活排水対策講習会を開催しました｡

今後も､ 講習会の開催やリーフレットの配布等により対策の推進を図ります｡

６� ゴルフ場対策

｢青森県ゴルフ場における農薬の適正使用等に関する要綱｣ に基づき､ ゴルフ場事

業者は農薬使用管理責任者を選任するとともに､ 排出水中の測定結果､ 農薬の使用実

績や翌年度の農薬使用計画等を県に報告することとしています｡

また､ 県は､ 必要があるときはゴルフ場に立ち入り､ 排水等の調査を行います｡

なお､ 要綱で定める規模に該当するゴルフ場の位置図及び関連河川は､ 図２－１－

10のとおりです｡
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７� 水産加工場対策

水産加工場から排出される加工排水等には､ 富栄養化の主要因とされる窒素・りん

が比較的多く含まれていることから､ その処理対策が課題となっています｡ 陸奥湾で

は水質汚濁防止法に基づく排水基準が平成10年10月１日から強化されたことにより､

該当する水産加工業者は､ 自社の排水処理施設の整備・改善等に取り組んでいます｡
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№ ゴ ル フ 場 名 市町村

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

津軽カントリークラブ岳コース
津軽カントリークラブ百沢コース
びわの平ゴルフ倶楽部
津軽高原ゴルフ場
青森ロイヤルゴルフクラブ
青森県体協ゴルフ場
青森カントリー倶楽部
夏泊ゴルフリンクス
八甲田ビューカントリークラブ
十和田国際カントリークラブ
八戸ゴルフ倶楽部
八戸カントリークラブ
東奥カントリークラブ
ナクア白神ゴルフコース
下北スリーハンドレッドゴルフクラブ
みちのく国際ゴルフ倶楽部

弘 前 市
弘 前 市
平 川 市
平 川 市
大 鰐 町
青 森 市
青 森 市
平 内 町
十和田市
六 戸 町
八 戸 市
階 上 町
青 森 市
鰺ケ沢町
六ケ所村
十和田市

Ｈ22.３.31現在
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下水道は､ 健康的で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るために必要

な基盤施設となっています｡ 平成21年度において県内では､ 34市町村 (10市19町５村)

で公共下水道事業が実施され､ また､ 県が行う下水道事業として､ 岩木川・馬淵川流域

下水道事業及び十和田湖特定環境保全公共下水道事業を実施しています｡ さらに､ 住民

の下水道に対する要望が多いことから､ 県では町村に対し､ 平成４年度から ｢下水道事

業緊急促進費補助｣ 制度を実施､ 平成８年度からは ｢町村下水道緊急対策事業費補助｣

制度に改訂し県費補助することにより､ 町村下水道事業の普及促進を図っています｡

このほか､ 下水道が整備されない地域の生活雑排水対策を目的として､ 合併処理浄化

槽設置事業に対する補助を実施しており､ 平成21年度は28市町村で403基を整備してい

ます｡

農村地域においては､ 農業用用排水の水質保全及び農村の生活環境の改善を図り､ 併

せて､ 公共用水域の水質保全に寄与するため､ 平成21年度末で､ 26市町村 (９市13町４

村) で133地区の農業集落排水事業 (うち過疎地域の旧４村､ ８地区が県営事業) を実

施しており､ 121地区が供用しています｡ 今後とも､ 農村地域の汚水処理整備水準の向

上を図るため､ 積極的に推進することとしています｡

また､ 漁村地域においても､ 漁港機能の増進と､ その背後集落における生活環境の改

善を図り､ 併せて､ 公共用水域の水質保全に寄与するため､ これまで８市町村 (２市４

町２村) で20地区の漁業集落排水施設を整備しており､ 平成21年度末現在で17地区が供

用しています｡
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本県の下水道は全般的に整備が立ち遅れており､ 総人口当たりの普及率は平成21年度

末で53.6％で､ 全国の普及率73.7％を大きく下回っています｡

公共下水道については､ 40市町村のうち､ 平成21年度で､ 34市町村 (10市19町５村)

が事業を実施しています｡ このほか県事業として､ 昭和55年より湖沼等の自然環境の保

全を目的とした十和田湖特定環境保全公共下水道事業を実施し､ 平成３年４月１日に供

用開始しています｡ また､ ｢過疎地域自立促進特別措置法｣ に基づき､ 平成５年度の新

郷村をはじめとして､ 五所川原市､ 十和田市､ むつ市､ つがる市､ 平川市､ 外ヶ浜町､

深浦町､ 佐井村の９市町村11か所 (平成11年度で十和田市､ 平成14年度で五所川原市､

むつ市 (旧脇野沢村) が完了､ 平成16年度でつがる市､ 新郷村が完了､ 平成18年度で平

川市 (旧碇ヶ関村) が完了､ 平成20年度でむつ市 (旧川内町) が完了) において県代行

事業により特定環境保全公共下水道事業を実施し､ 過疎地域を支援しています｡

流域下水道については､ 昭和54年度に弘前市ほか５市町村 (黒石市､ 藤崎町､ 旧尾上

町､ 旧平賀町､ 田舎館村) を対象に岩木川流域下水道事業に着手し､ 平成２年度には５

町 (旧浪岡町､ 旧岩木町､ 大鰐町､ 旧常盤村､ 板柳町) を追加し､ 市町村合併を経て､

現在､ 対象８市町村 (青森市､ 弘前市､ 黒石市､ 平川市､ 藤崎町､ 大鰐町､ 田舎館村､

板柳町) すべてで供用しているほか､ 馬淵川流域下水道は､ 昭和56年度に４市町 (八戸

市､ 旧百石町､ 旧下田町､ 六戸町) で事業着手し､ 平成７年度には五戸町を追加し､ 市
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町村合併を経て､ 現在４市町 (八戸市､ 六戸町､ おいらせ町､ 五戸町) すべてで供用し

ています｡

また､ 河川､ 湖沼､ 海域等の公共用水域の水質環境基準を達成維持するために下水道

整備を最も効果的に実施するための基本計画である流域別下水道整備総合計画について

は､ 岩木川水域､ 新井田川河口水域､ 陸奥湾水域及び高瀬川水域の４水域について計画

を策定し､ 順次見直しを行ってきています｡

更に､ 平成９年度には､ 各種汚水処理施設の整備を効率的､ 効果的に推進するため各

事業ごとの整備区域､ 手法､ スケジュール等をまとめた青森県汚水処理施設整備構想を

策定しており､ 平成15年度には､ 社会情勢の変化等に対応して本構想の見直しを行いま

した｡

１� 公共下水道の整備

平成22年４月１日現在で公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を実施して

いるのは､ 10市19町５村であり､ その概要は表２－１－24のとおりです｡
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(平成22年４月１日現在)
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都市名 行政人口
(千人)

全体計画 整備状況
供用開始
(予定)年度

普及率
(％)処理面積

(ha)
処理人口
(千人)

整備面積
(ha)

処理人口
(千人) 着手年度

青 森 市 304.3 7,233.3 332.6 4,078.0 228.8 Ｓ27 Ｓ47 75.2

弘 前 市 183.8 4,312.0 163.6 3,547.0 150.1 Ｓ37 Ｓ48 81.6

八 戸 市 241.9 6,325.0 267.2 2,977.0 127.8 Ｓ30 Ｓ53 52.8

黒 石 市 37.4 1,217.0 37.1 554.0 21.0 Ｓ55 Ｓ63 56.1

五 所 川 原 市 61.1 802.0 48.3 537.1 22.2 Ｓ49 Ｓ59 36.4

十 和 田 市 65.9 2,042.5 53.2 1,527.5 40.4 Ｓ48 Ｓ55 61.4

三 沢 市 42.2 1,857.0 44.7 693.3 22.7 Ｓ63 Ｈ７ 53.7

む つ 市 64.2 2,264.0 61.3 357.0 9.5 Ｈ６ Ｈ12 14.8

つ が る 市 37.7 388.8 11.1 352.1 8.8 Ｈ３ Ｈ９ 23.4

平 川 市 34.3 944.0 25.7 888.3 26.4 Ｓ57 Ｈ２ 77.1

平 内 町 13.2 273.0 7.0 98.9 3.1 Ｈ10 Ｈ17 23.7

外 ヶ 浜 町 7.8 308.0 7.8 125.1 1.6 Ｈ６ Ｈ16 20.8

鯵 ヶ 沢 町 12.2 329.0 8.1 100.3 2.7 Ｈ７ Ｈ13 22.0

深 浦 町 10.2 56.7 1.6 56.7 1.2 Ｈ10 Ｈ14 12.2

藤 崎 町 16.2 289.0 7.8 275.0 7.7 Ｓ55 Ｓ61 47.5

大 鰐 町 11.7 314.7 6.9 177.9 5.6 Ｈ４ Ｈ10 47.7

田 舎 館 村 8.5 311.0 7.1 280.4 7.5 Ｓ56 Ｓ62 88.7

板 柳 町 15.5 333.0 8.6 260.3 7.2 Ｈ２ Ｈ８ 46.1

鶴 田 町 14.5 290.0 7.4 241.3 6.1 Ｈ４ Ｈ10 41.9

野 辺 地 町 14.9 517.0 17.1 15.3 0.0 Ｈ７ Ｈ24 0.0

七 戸 町 17.9 724.0 12.0 220.2 4.1 Ｈ７ Ｈ13 23.0

六 戸 町 10.7 399.0 7.3 283.6 4.2 Ｓ62 Ｈ５ 39.1

横 浜 町 5.2 110.0 2.9 11.6 0.0 Ｈ13 Ｈ23 0.0

東 北 町 19.8 800.0 12.4 259.7 5.5 Ｈ８ Ｈ13 27.5

六 ヶ 所 村 11.2 594.0 11.6 387.0 7.7 Ｈ８ Ｈ13 68.8

お い ら せ 町 25.1 854.8 22.2 574.0 15.1 Ｓ61 Ｈ３ 60.1

大 間 町 6.2 164.0 7.0 83.9 3.2 Ｈ８ Ｈ15 51.2

東 通 村 7.4 98.0 1.8 53.0 0.4 Ｈ10 Ｈ14 5.2

佐 井 村 2.5 53.0 2.4 37.9 1.7 Ｈ10 Ｈ18 69.5

三 戸 町 12.1 330.0 8.4 82.7 2.2 Ｈ17 Ｈ22 18.1

五 戸 町 19.7 666.8 15.9 179.0 4.9 Ｈ７ Ｈ12 25.0

南 部 町 21.1 251.0 5.2 7.6 0.0 Ｈ17 Ｈ23 0.0

階 上 町 14.7 469.0 11.7 75.0 1.8 Ｈ11 Ｈ20 12.3

新 郷 村 3.1 84.0 2.2 77.0 1.6 Ｈ５ Ｈ９ 50.9

県 計 1,405.5 36,004.6 1,247.2 19,474.7 752.8 53.6

(注) 行政人口は平成22年３月31日現在であり､ 県計は県全体の値で､ 下水道事業非実施市町村も含む｡



２� 流域下水道の整備

流域下水道は､ 水域内の総合的な水質汚濁防止対策を策定する流域別下水道整備総

合計画を上位計画とし､ ２市町村以上を対象とした終末処理場を持つ下水道システム

です｡

県が事業主体となって､ 終末処理場､ 幹線管渠及びポンプ場を整備し､ それに接続

する部分については関連公共下水道として市町村が事業主体となります｡

① 岩木川流域下水道の整備

流域の生活環境の改善を図り､ 水域の水質を保全するため､ 弘前市周辺の４市３

町１村を対象に事業を行うものです｡

全体計画は約847億円 (処理場約500億円､ 管渠とポンプ場約347億円) の事業費

を投入して昭和54年度から平成32年度までに219,290人の汚水処理を行うこととし

ています｡ 第１期は終末処理場の建設とこれに見合う管渠の敷設を完了し､ 昭和62

年４月より処理を開始しました｡ 平成21年度末では､ 102,500�／日最大の処理能

力を有しています (表２－１－25)｡

② 馬淵川流域下水道の整備

新井田川河川水域流総計画区域内で､ 下水道の整備が急がれる八戸市 (西部)､

六戸町､ おいらせ町､ 五戸町の１市３町を対象に事業を行うものです｡ 全体計画は

560億円 (処理場約337億円､ 管渠とポンプ場約223億円) の事業費を投入して昭和

56年度から事業に着手し､ 平成32年度までに119,975人の汚水処理を行うこととし

ています｡

第１期は終末処理場の建設とこれに見合う管渠の敷設を完了し､ 平成３年４月よ

り処理を開始しました｡ 平成21年度末では､ 24,000�／日最大の処理能力を有して

います (表２－１－26)｡
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対 象 市 町 村 青森市､ 弘前市､ 黒石市､ 平川市､ 藤崎町､ 大鰐町､ 田舎館村､ 板柳町

事 業 区 分 全体計画 認可計画
事 業 年 度 昭和54～平成32年度 昭和54～平成23年度
計 画 処 理 面 積 7,124ha 6,466ha
計 画 処 理 人 口 219,290人 211,720人
計 画 処 理 水 量 日最大122,900�／日 日最大112,900�／日

対 象 市 町 八戸市､ 六戸町､ おいらせ町､ 五戸町

事 業 区 分 全体計画 認可計画
事 業 年 度 昭和56～平成32年度 昭和56～平成22年度
計 画 処 理 面 積 3,970ha 2,213ha
計 画 処 理 人 口 119,975人 68,545人
計 画 処 理 水 量 日最大90,200�／日 日最大41,200�／日
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３� 農業集落排水の整備

① 農業集落排水事業実施状況について

平成21年度末現在で農業集落排水事業を実施しているのは､ ９市13町４村で表２－

１－27のとおりです｡

������� �	
���	����

(平成22年３月31日現在)
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市町村名 処理区名 集落数 着工年度 完了年度 供用年度 備 考

青 森 市

牛 館 4 Ｈ４ Ｈ10 Ｈ７
諏 訪 沢 2 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
高 田 1 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ９
孫 内 1 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ12
入 内 1 Ｈ８ Ｈ11 Ｈ12
野 沢 2 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ13 旧青森市
細 越 1 Ｈ９ Ｈ14 Ｈ14
八 幡 林 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ15
野 沢 5 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ17 旧浪岡町
桑 原 2 Ｈ14 Ｈ17 Ｈ18

弘 前 市

新 岡 2 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ６
藍 内 1 Ｈ３ Ｈ４ Ｈ４
東 目 屋 10 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ８
大 久 保 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ７
高 杉 7 Ｈ６ Ｈ11 Ｈ９
鳥 井 野 3 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ10
船 沢 8 Ｈ９ Ｈ14 Ｈ13
一 丁 木 0 Ｈ10 Ｈ10 － 機能強化
新 和 鬼 楢 7 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ16
新 法 師 2 Ｈ12 Ｈ15 Ｈ16
裾野新和北 7 Ｈ14 Ｈ20 一部供用
紙 漉 沢 1 Ｓ61 Ｓ63 Ｈ元
一 丁 木 7 Ｓ63 Ｈ３ Ｈ２
八 幡 3 Ｈ元 Ｈ４ Ｈ４

八 戸 市

市 野 沢 1 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ５
一 日 市 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ６
島 守 9 Ｈ６ Ｈ12 Ｈ12
永 福 寺 3 Ｈ７ Ｈ15 Ｈ10
豊 崎 1 Ｈ16 Ｈ18 Ｈ18

黒 石 市 大 川 原 2 Ｈ６ Ｈ８ Ｈ９

五所川原市
梅 田 1 Ｓ57 Ｓ63 Ｓ63
藻 川 1 Ｓ63 Ｈ７ Ｈ４
蒔 田 3 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ13
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市町村名 処理区名 集落数 着工年度 完了年度 供用年度 備 考

十 和 田 市

切 田 5 Ｓ62 Ｈ２ Ｈ２
深 持 3 Ｈ３ Ｈ５ Ｈ６
段 新 川 口 3 Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６
上 川 目 2 Ｈ４ Ｈ６ Ｈ７
中 掫 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
赤 沼 2 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ８
中 ノ 渡 3 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ９
晴 山 2 Ｈ６ Ｈ11 Ｈ11
沢 田 8 Ｈ７ Ｈ14 Ｈ13
小 沢 口 2 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ12
六 日 町 2 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ12
切 田 0 Ｈ９ Ｈ９ － 機能強化
洞 内 5 Ｈ12 Ｈ16 Ｈ15
法 量 4 Ｈ13 Ｈ17 Ｈ17
藤 島 2 Ｈ17 Ｈ20 Ｈ20
立 崎 1 Ｈ18 Ｈ21 Ｈ22

三 沢 市
三 沢 西 部 8 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ12
三 沢 東 部 5 Ｈ13 Ｈ20 Ｈ18
三 沢 南 部 2 Ｈ20

つ が る 市

玉 稲 6 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ７
繁 穂 6 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ７
再 賀 6 Ｈ４ Ｈ８ Ｈ８
車 力 1 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ10
福 原 3 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ11
下 繁 田 2 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
下 車 力 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
桑 野 木 田 7 Ｈ８ Ｈ14 Ｈ12
稲 垣 2 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ12 機能強化
牛 潟 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ14
越 水 7 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ17
稲 垣 6 Ｓ55 Ｈ元 Ｓ61

平 川 市

館 田 4 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ５
日 沼 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ７
大 坊 4 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ９
久 吉 1 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ９
古 懸 1 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ11
松 崎 5 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ13
広 船 1 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14
館 田 0 Ｈ16 Ｈ16 － 機能強化

平 内 町

薬 師 野 2 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
外 童 子 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
内 童 子 2 Ｈ８ Ｈ10 Ｈ11
西 平 内 4 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ16

鰺 ヶ 沢 町

長 平 1 Ｈ４ Ｈ６ Ｈ７
種 里 3 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
中 村 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
建 石 1 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14
南 浮 田 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ15

西 目 屋 村

杉 ヶ 沢 1 Ｓ60 Ｓ61 Ｓ62
田 代 1 Ｓ60 Ｓ63 Ｈ２
大 白 2 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ６
村 市 3 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ10
長 面 1 Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11
居 森 平 1 Ｈ10 Ｈ12 Ｈ14
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市町村名 処理区名 集落数 着工年度 完了年度 供用年度 備 考
西 目 屋 村 田 代 0 Ｈ10 Ｈ14 － 機能強化

藤 崎 町

榊 2 Ｓ59 Ｓ63 Ｈ元
常 盤 2 Ｈ元 Ｈ４ Ｈ５
久 井 名 舘 1 Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８
中 野 目 7 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ10
水 木 2 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ10
福 富 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ13
中 島 3 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ16
林 崎 1 Ｈ15 Ｈ18 Ｈ18

榊 0 Ｈ17 Ｈ17 － 機能強化
田 舎 館 村 豊 蒔 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ７

板 柳 町
板 柳 東 部 9 Ｈ14 Ｈ19 Ｈ18
飯 田 1 Ｈ15 Ｈ19 Ｈ18
板 柳 中 央 7 Ｈ17

鶴 田 町

菖 蒲 川 1 Ｓ63 Ｈ２ Ｈ３
境・胡桃舘 2 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
梅 沢 4 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ11
上 三 2 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ19
水 元 10 Ｈ18

中 泊 町 豊 岡 3 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ９

七 戸 町
中 野 西 2 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ15
四 ヶ 村 7 Ｈ14 Ｈ17 Ｈ18

六 戸 町
金 矢 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ８
七 百 2 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ９
岡 沼 1 Ｈ９ Ｈ12 Ｈ13

横 浜 町 百 目 木 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９

東 北 町
甲 地 1 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ８
千 曳 3 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ14
菩 提 寺 1 Ｈ12 Ｈ15 Ｈ16

おいらせ町 古 間 木 山 1 Ｈ７ Ｈ13 Ｈ12

六 ケ 所 村

新 城 平 1 Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６
二 又 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
出 戸 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
千 樽 1 Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11
戸 鎖 2 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14

五 戸 町

中 市 浦 田 2 Ｓ54 Ｓ62 Ｓ61
石 沢 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ７
又 重 7 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ13
中 市 浦 田 0 Ｈ12 Ｈ13 － 機能強化
倉 石 東 部 6 Ｈ14 Ｈ17 Ｈ16

南 部 町

苫 米 地 1 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ10
下 名 久 井 3 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ12
片 岸 1 Ｈ10 Ｈ12 Ｈ13
福 田 4 Ｈ14 Ｈ19 Ｈ20
上 名 久 井 3 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ19

新 郷 村 西 越 2 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14
合 計
26 市 町 村 133 処 理 区 373



② 農業集落排水事業整備状況について

平成21年度末現在で農業集落排水事業の整備状況は表２－１－28のとおりで､ 本

県の農業集落排水施設の整備率は56.6％です｡

平成20年度と比較すると､ 整備人口は308人減少し､ 整備率は0.2％下降していま

す｡
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(平成22年３月31日現在)
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市町村名
行 政 人 口

(人)

農業集落排水
整備対象人口
(人)

農業集落排水
整 備 人 口
(人)

整 備 率

(％)
青 森 市 304,321 15,288 7,500 49.1
弘 前 市 183,834 27,244 22,374 82.1
八 戸 市 241,928 10,087 5,281 52.4
黒 石 市 37,423 201 187 93.0
五 所 川 原 市 61,061 22,441 2,535 11.3
十 和 田 市 65,852 12,394 8,859 71.5
三 沢 市 42,226 5,792 3,908 67.5
む つ 市 64,247 5,387 0 0.0
つ が る 市 37,698 22,606 14,942 66.1
平 川 市 34,291 7,779 7,189 92.4
平 内 町 13,177 2,484 2,059 82.9
今 別 町 3,496 － － －
蓬 田 村 3,300 － － －
外 ヶ 浜 町 7,761 － － －
鯵 ヶ 沢 町 12,242 4,411 2,088 47.3
深 浦 町 10,203 － － －
西 目 屋 村 1,594 1,891 1,555 82.2
藤 崎 町 16,206 8,539 8,108 95.0
大 鰐 町 11,694 3,745 0 0.0
田 舎 館 村 8,468 899 819 91.1
板 柳 町 15,515 7,728 4,140 53.6
鶴 田 町 14,495 8,230 3,819 46.4
中 泊 町 13,548 3,639 1,170 32.2
野 辺 地 町 14,915 217 0 0.0
七 戸 町 17,920 1,993 999 50.1
六 戸 町 10,664 2,025 1,818 89.8
横 浜 町 5,191 983 304 30.9
東 北 町 19,843 2,114 1,248 59.0
六 ケ 所 村 11,225 1,226 1,033 84.3
お い ら せ 町 25,075 3,064 3,115 101.7
大 間 町 6,210 － － －
東 通 村 7,403 808 0 0.0
風 間 浦 村 2,475 － － －
佐 井 村 2,494 － － －
三 戸 町 12,210 1,400 0 0.0
五 戸 町 19,731 5,673 2,904 51.2
田 子 町 6,758 1,166 0 0.0
南 部 町 21,123 10,968 6,913 63.0
階 上 町 14,741 313 0 0.0
新 郷 村 3,077 827 372 45.0

県計 1,405,535 203,562 115,239 56.6

(注) 行政人口は平成22年３月31日現在であり､ 県計は県全体の値で､ 農業集落排水事業非実施市町村
も含む｡
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４� 漁業集落排水の整備

平成21年度末現在の漁業集落排水の整備を実施しているのは､ ２市４町２村で表２－

１－29のとおりです｡
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(平成21年度末)
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し尿及び浄化槽汚泥の処理は､ ごみ処理とともに生活環境保全を図る上で重要ですが､

水洗便所の普及や化学肥料の使用等により､ 農地に還元されなくなったことから､ その

衛生的な処理が必要となります｡

し尿処理人口は表２－１－30のとおりで､ 平成20年度における本県の水洗化率は82.0

％となっており､ 下水道等の普及が遅れているため､ 依然として全国値 (平成20年度で

90.7％) と比べて低い状態にあります｡

平成20年度における排出量は､ し尿が201,665ｔで､ 浄化槽汚泥が275,791ｔの計477,456

ｔで､ し尿排出量が減少しています｡

また､ 処理状況の内訳は表２－１－31のとおりで､ 収集されたし尿､ 浄化槽汚泥は､

し尿処理施設で処理されています｡
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市町村名 行政人口 地区名 行政人口
(地区人口) 着工年度

供用開始
年度

接続
人口 接続率

深 浦 町 10,910

田 野 沢 414 Ｈ13 Ｈ21 56 13.5％

北 金 ヶ 沢 1,708 Ｈ16 － － －

黒 崎 234 Ｈ４ Ｈ８ 216 92.3％

大 間 越 267 Ｈ５ Ｈ９ 250 93.6％

沢 辺 357 Ｈ10 Ｈ15 262 73.4％

五所川原市
(旧市浦村) 62,181 十 三 744 Ｈ７ Ｈ11 556 74.7％

中 泊 町
(旧小泊村) 14,184 下 前 818 Ｈ６ Ｈ13 274 33.5％

平 内 町 13,483

茂 浦 382 Ｈ８ Ｈ12 368 96.3％

東田沢・白砂 742 Ｈ11 Ｈ16 453 61.1％

清 水 川 1,503 Ｈ16 － － －

む つ 市
(旧脇野沢村) 64,952

九 艘 泊 99 Ｈ９ Ｈ11 73 73.7％

奇浪・蛸田 164 Ｈ11 Ｈ18 106 64.6％

佐 井 村 2,843

牛 滝 123 Ｈ４ Ｈ９ 119 96.7％

福 浦 140 Ｈ７ Ｈ13 120 85.7％

長 後 82 Ｈ９ Ｈ14 46 56.1％

磯 谷 166 Ｈ12 Ｈ17 86 51.8％

東 通 村 8,042

尻 屋 391 Ｈ10 Ｈ13 381 97.4％

白 糠 2,274 Ｈ13 Ｈ17 2,086 91.7％

小 田 野 沢 980 Ｈ18 － － －

階 上 町 15,356 大 蛇 1,016 Ｈ５ Ｈ11 851 83.8％
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家庭からの生活排水は､ 公共下水道や浄化槽などにより処理されていますが､ 公共下

水道などの集合処理になじまない地域においては､ 浄化槽の整備が進められています｡

平成21年度末における浄化槽の設置基数は103,309基となっており､ 今後も増加が予

想されます｡
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※ ｢うち合併処理人口｣ には､ 合併処理浄化槽人口､ 農業・漁業集落排水処理施設等人口を含む｡
※水洗化率 (％) ＝水洗化人口÷計画処理区域内人口

※１人１日当たりし尿排出量＝し尿排出量×1,000÷非水洗化人口÷365又は366
※１人１日当たり浄化槽汚泥排出量＝浄化槽汚泥排出量×1,000÷浄化槽人口÷365又は366

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

計画処理区域内人口(総人口) (人) 1,490,317 1,481,178 1,469,879 1,456,633 1,441,511 1,427,173

水 洗 化 人 口 (人) 1,141,542 1,163,766 1,169,724 1,197,349 1,168,080 1,170,701

公共下水道人口 (人) 558,470 571,342 656,867 668,071 641,177 648,999

浄 化 槽 人 口 (人) 583,072 592,424 512,857 529,278 526,903 521,702

うち､合併処理人口 (人) 136,730 154,512 151,869 165,492 174,927 186,058

非 水 洗 化 人 口 (人) 348,775 317,412 300,155 259,284 273,431 256,472

計 画収集人口 (人) 348,775 317,412 300,155 259,284 273,431 256,472

自 家処理人口 (人) 0 0 0 0 0 0

水 洗 化 率 (％) 76.6 78.6 79.6 82.2 81.0 82.0

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

収 集 ( 排 出 ) 量 (�) 538,347 520,659 517,011 511,016 488,985 477,456

し 尿 (�) 266,734 248,754 239,861 230,571 216,288 201,665

浄 化 槽 汚 泥 (�) 271,613 271,905 277,150 280,445 272,697 275,791

処 理 量 (�) 538,347 520,659 517,011 511,016 488,985 477,456

し 尿 処 理 施 設 (�) 526,594 508,900 505,251 499,758 488,985 477,456

下 水 道 投 入 (�) 11,753 11,759 11,760 11,258 0 0

海 洋 投 入 (�) 0 0 0 0 0 0

農 地 還 元 (�) 0 0 0 0 0 0

そ の 他 (�) 0 0 0 0 0 0

非 水 洗 化 人 口 (人) 348,775 317,412 300,155 259,284 273,431 256,472

浄 化 槽 人 口 (人) 583,072 592,424 512,857 529,278 526,903 521,702

１ 人 １ 日 当 た り
し 尿 排 出 量

(�／人日) 2.10 2.15 2.19 2.44 2.16 2.15

１ 人 １ 日 当 た り
浄化槽汚泥排出量

(�／人日) 1.28 1.26 1.48 1.45 1.41 1.45
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浄化槽は､ 小規模 (処理対象人員500人以下) のものが多く､ 特に家庭に設置されて

いる施設の中には維持管理が十分でないものも見受けられ､ 施設数の増加と相まって､

放流水による公共用水域の水質汚濁等の問題が生じるおそれがあり､ これを防止するた

めに浄化槽の適正な維持管理等の実施について指導を行っています｡

また､ し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理浄化槽の普及推進を図っており､

平成３年度にはこのための県費補助制度を創設し､ 平成21年度には403基の整備に対し

て助成を行いました｡
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浄化槽管理者は､ 指定検査機関 (社団法人青森県浄化槽検査センター) が行う使用開

始３か月経過後の７条検査及び年１回の11条検査を受けることが義務づけられています｡

平成21年度の７条検査の実施率は99.8％ (受検件数1,886件)､ 11条検査の実施率は

45.0％ (受検件数44,689件) となっています｡ 今後も法定検査の受検率の向上を図って

いくこととしています｡
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